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「誰 か」 の こ と じ ゃ な い 。 自 分 自 身 の こ と と し て 考 え よ う 。　
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人権相談員が相談をお受けします。

相談は無料で，秘密は守られます。

お気軽にご相談ください。

人権相談
◇ と き 土･日･祝日を除く10時～16時

◇ ところ 三原市人権文化センター

◇ 電 話 0848-66-1111

内 容 インターネットは，簡単に利用できる一方で，悪用して犯罪を犯したり，

匿名で簡単に情報発信ができるため，人を傷つけるような書き込みをする

など，人権被害も数多く発生しています。私たちがインターネットでの人

権被害を防ぐためにはどうしたらいいのか，また人権被害があったときに

はどうしたらいいのか学んでみませんか。

場 所 三原市人権文化センター２階 大会議室

講 師 山本正美さん（部落解放同盟南部地区協議会 事務局次長）

定 員 ６０人（申し込み不要）

参加費 無料

問い合わせ先 三原市人権文化センター ℡0848-66-1111

人権パネル展のお知らせ
「こどもの権利を守ろう」

１２月２日（金）～１２月１２日（月）

久井保健福祉センター玄関ロビーにて

こどもたちが教育を受ける

権利や生存権さえも脅かされ

ている今の状況をどうお思い

ですか？パネルを通じて，あ

らためて子どもの将来につい

て考えてみませんか？

料理教室を開催します！
「和・洋・中のおせちオードブル」

１ と き 12月18日（日）9:30～12:00

２ ところ 三原市人権文化センター

３ 料理名 ①えびとアボカドのタルタルサラダ

②クラゲの中華和え

③ミートローフ

④黒酢の桃色寿司など

４ 参加費 700円

５ 申込み 12月14日（水）まで

６ 定 員 16名（申込み先着順）

７ 持参物 米1合，エプロン，

三角巾，マスク，料理持ち帰り用容器



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

                    

人権のひろば 

【目標３．すべての人に健康と福祉を】  

「あらゆる年齢
ねんれい

のすべての人々
ひとびと

の健康的
けんこうてき

な生活
せいかつ

を確保
か く ほ

し，福祉
ふ く し

を促進
そくしん

する」つまり，ど

んな人でも差別
さ べ つ

されることなく，最
さい

高水準
こうすいじゅん

の健康と適切
てきせつ

な保健
ほ け ん

医療
いりょう

サービスを確保
か く ほ

できるようにすることが目標です。 

「深刻
しんこく

な医療の不平
ふびょう

等
どう

」 

今
いま

，世界中には基礎的
き そ て き

な医療保険
ほ け ん

サービスを受
う

けられない人が世界人口
じんこう

７３億人
おくにん

の半分
はんぶん

，約
やく

36 億

5000万
まん

人いると言
い

われています。これらの多
おお

くの人は，病気
びょうき

になっても適切な治療
ちりょう

が受けられれ

ば，また健康を取
と

り戻
もど

せるのに，予防
よ ぼ う

接種
せっしゅ

やワクチンといった基礎的な医療サービスを受けられな

いことで亡
な

くなっている命
いのち

がたくさんあります。 

(参照：「報告書：ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)」に焦点を当てる：モニタリング報告書) 

「健康とは何か？」 

健康とは，病気でないとか，弱
よわ

っていないということではなく，肉体的
にくたいてき

にも精神的
せいしんてき

にも，そして社会

的にも，すべてが満
み

たされた状態
じょうたい

にあることをいいます。人種
じんしゅ

，宗 教
しゅうきょう

，政治
せ い じ

信条
しんじょう

や経済的
けいざいてき

・社会的

条件
じょうけん

によって差別されることなく，最高水準の健康に恵
めぐ

まれることは，あらゆる人々にとっての

基本的
きほんてき

人権のひとつです。  （引用：「世界保健機関憲章全文(日本WHO協会仮訳) 

ＳＤＧｓは，持続可能でよりよい社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

す世界
せ か い

共通
きょうつう

の目標として，2030年度
ね ん ど

を達成
たっせい

年限
ねんげん

とし，17 のゴール（目標）で構成
こうせい

されています。“人権
じんけん

ひろば” では，人権に関
かん

する目標を

紹介
しょうかい

していきます。 

  12月 10日は「人権デー(Human
ヒ ュ ー マ ン

 Rights
ラ イ ツ

 Day
デ ー

) 

  昭和
しょうわ

23年（1948年
ねん

）12月１０日
にち

，国際
こくさい

連合
れんごう

第
だい

３回
かい

総会
そうかい

において，全
すべ

ての人民
じんみん

と全ての国
くに

とが達成
たっせい

すべき共通の基準として，「世界人権宣言
せんげん

」が採択
さいたく

されました。 

 採択日である 12 月 10 日を「人権デー(Human Rights Day)」とし， 法務省
ほうむしょう

の人権
じんけん

擁護
よ う ご

機関
き か ん

では，昭和 24 年(1949 年)から毎年
まいとし

，12 月４日から 10 日を「人権週間
しゅうかん

」と定
さだ

め，その期間中
きかんちゅう

，

各関係
かくかんけい

機関
き か ん

と協 力
きょうりょく

して，全国的
ぜんこくてき

に人権啓発
けいはつ

活動
かつどう

を展開
てんかい

し，人権尊重
そんちょう

思想
し そ う

の普及
ふきゅう

高揚
こうよう

を呼
よ

びかけて

います。 

 国連
こくれん

の持続可能な開発目標(SDGs)が掲
かか

げる「誰
だれ

一人
ひ と り

取
と

り残
のこ

さない」社会を実現
じつげん

するには，私
わたし

たち

一人ひとりが人権尊重の重要性
じゅうようせい

を改
あらた

めて認識
にんしき

し，他人
た に ん

の人権に配慮
はいりょ

した行動
こうどう

をとることが大切で

はないでしょうか。この機会
き か い

に人権について改めて考えてみませんか？ 

 

 


